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○
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
六
十
号

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
貨
物
自
動
車
運

送
事
業
分
野
に
係
る
経
営
力
向
上
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表

す
る
。平

成
二
十
八
年
七
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
分
野
に
係
る
経
営
力
向
上
に
関
す
る
指
針

第
１

現
状
認
識

１
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
全
体
の
傾
向

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
は

従
業
員
数
は
約
1
8
8
万
人

（平
成
2
7
年
度

）

事
業
者
数
は
約
６
万
者

（平
成
2
6
年

、
、

度

）

車
両
数
は
約
1
3
6
万
両

（平
成
2
6
年
度

）
営
業
収
入
は
約
1
6
兆
円

（平
成
2
5
年
度

）と
い
う
市
場
規
模
で

、
、

あ
り

ト
ン
キ
ロ
ベ

ース
で
の
国
内
貨
物
輸
送
量
の
約
4
4
％

（平
成
2
6
年
度

）を
担
っ
て
い
る
重
要
な
産
業
で
あ
る

。

、

一
方

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な
る
初
期
投
資
は

貨
物
自
動
車
の
導
入
等
に
係
る

、
、

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り

、新
規
参
入
の
ハ

ード
ル
が
比
較
的
低
い

。そ
の
結
果

中
小
企
業
者
等

（中
小
企
業
等

、

経
営
強
化
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
等
を
い
う

。以
下
同
じ

。

）の
新
規
参
入
が
多
く

平
成
2
5

、

年
度
で
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち
約
9
9
％
が
資
本
金
３
億
円
以
下
で
あ
り

か
つ

従
業
員
数
3
0
0
人
以

、
、
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下
で
あ
る

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
営
む
中
小
企
業
者
等

（以
下

「事
業
者

」と
い
う

）は
荷
主
に
比
べ
て

。
。

、

立
場
が
弱
い
こ
と
等
か
ら

荷
主
都
合
の
荷
待
ち
時
間
を
押
し
付
け
ら
れ
る
等
の
取
引
環
境
上
の
課
題
が
生
じ
て
い

、

る

。

ま
た

顧
客
の
需
要
に
合
わ
せ
た
多
頻
度
小
口
配
送
を
行
う
こ
と
に
よ
り

輸
送
の
効
率
性
が
低
下
す
る
傾
向
に

、
、

あ
り

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
全
体
の
経
営
力
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
る

。

、

２
主
要
指
標
の
概
況

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
運
転
者
の
年
間
の
平
均
労
働
時
間
は
約
2
,
6
0
0
時
間

（平
成
2
7
年
度

）で
あ
り

全
産
業
の
平
均
労
働
時
間

（約
2
,
1
0
0
時
間

）と
比
較
し
て
長
い

。一
方
で

積
載
効
率

（輸
送
ト
ン
キ
ロ
数
を

、
、

能
力
ト
ン
キ
ロ
数
で
除
し
た
も
の
を
い
う

。以
下
同
じ
。

）は
約
3
7
％

（平
成
2
6
年
度

）

実
車
率

（実
車
キ
ロ
数

、

を
走
行
キ
ロ
数
で
除
し
た
も
の
を
い
う

。以
下
同
じ

。

）は
約
6
7
％

（平
成
2
6
年
度

）

実
働
率

（延
実
働
車
両
数

、

を
延
実
在
車
両
数
で
除
し
た
も
の
を
い
う

。以
下
同
じ

。

）は
約
6
2
％

（平
成
2
6
年
度

）で
あ
り

輸
送
の
効
率
化

、

が
求
め
ら
れ
て
い
る

。

第
２

経
営
力
向
上
の
内
容
に
関
す
る
事
項

１
経
営
力
向
上
の
方
向
性

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
経
営
力
向
上
に
向
け
て

従
業
員
や
貨
物
自
動
車
の
投
入
量
当
た
り
の
収
益
を
改
善
す

、

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。そ
の
た
め
に
は

荷
待
ち
時
間
の
削
減
等
に
向
け
た
荷
主
等
と
の
取
引
環
境
の
改
善

事
、

、
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業
の
共
同
化
や
Ｉ
Ｔ
の
利
活
用
に
よ
る
輸
送
の
効
率
化

事
業
活
動
に
有
用
な
知
識
や
技
能
を
有
す
る
人
材
の
育
成

、

等
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

。

２
経
営
力
向
上
の
内
容
に
関
す
る
事
項

一
経
営
力
向
上
の
主
な
取
組
内
容

事
業
者
は

経
営
力
向
上
に
向
け
て

次
の
よ
う
な
取
組
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い

、
、

。

イ
人
に
関
す
る
事
項

経
営
を
安
定
的
に
支
え
る
従
業
員
を
育
成
す
る
た
め

教
育

研
修
制
度
や

運
転
免
許
等
の
資
格
の
取
得

、
、

、

支
援
制
度
等
の
人
材
育
成
支
援
制
度
の
充
実
を
図
る

。
ロ

財
務
管
理
に
関
す
る
事
項

（1

）

費
用
の
効
率
化

コ
ス
ト
の
見
え
る
化

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
徹
底

業
務
の
実
施
方
法
の
標
準
化
等
を
図
る
こ
と
に
よ

、
、

り
輸
送
に
係
る
費
用
の
効
率
化
を
行
う

。

、（2

）

適
正
運
賃
及
び
料
金
の
収
受

原
価
を
下
回
る
運
賃
及
び
料
金
に
よ
っ
て
輸
送
を
引
き
受
け
て
い
る
事
業
者
が
多
数
存
在
す
る
た
め

原
、

価
計
算
の
徹
底
や
荷
主
と
の
話
し
合
い
等
に
よ
り
適
正
な
水
準
の
運
賃
及
び
料
金
を
収
受
す
る

。

ハ
営
業
活
動
に
関
す
る
事
項
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（1

）

荷
待
ち
時
間
の
削
減

荷
主
に
よ
る
事
前
の
積
置
き
作
業
の
実
施
等

荷
主
と
共
同
し
た
荷
役
作
業
の
効
率
化
に
よ
り

荷
待
ち

、
、

時
間
を
削
減
す
る

。

（2
）

輸
送
の
効
率
化

他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
共
同
輸
配
送
の
実
施
や
自
社
内
で
の
車
両
管
理
の
効
率
化
等
に
よ
る

輸
送
の
効
率
化
を
行
う

。

ニ
Ｉ
Ｔ
の
利
活
用
に
関
す
る
事
項

求
荷
求
車
シ
ス
テ
ム
の
活
用
や

荷
主
と
事
業
者
の
間
で
配
車
管
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
に
よ
り

、
、

帰
り
荷
の
確
保

積
合
せ
の
徹
底
や
時
間
の
効
率
的
な
活
用
等

輸
送
の
効
率
化
を
行
う

。そ
れ
に
伴
っ
て

、
、

、

Ｉ
Ｔ
人
材
を
確
保

育
成
し

内
部
業
務
を
効
率
化
す
る

。ま
た

、Ｉ
Ｔ
の
利
活
用
に
当
た
っ
て
は

セ
キ
ュ

、
、

、

リ
テ
ィ
対
策
を
講
ず
る

。

ホ
省
エ
ネ
ル
ギ

ーの
推
進
に
関
す
る
事
項

エ
ネ
ル
ギ

ー使
用
量
の
見
え
る
化

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
推
進

輸
送
の
効
率
化
等
に
よ
り

業
務
に
係
る
エ

、
、

、

ネ
ル
ギ

ー効
率
を
高
め

継
続
的
な
コ
ス
ト
削
減
を
図
る

。

、

二
規
模
別
の
整
理

一
に
掲
げ
る
取
組
に
つ
い
て

事
業
者
の
規
模
に
応
じ

次
の
表
の
と
お
り
実
施
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る

。

、
、
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分
類

小
規
模
事
業
者

（従
業
員
数
中
規
模
事
業
者

（従
業
員
数
中
堅
事
業
者

（従
業
員
数
3
0

2
0
人
以
下

）

2
1
人
以
上
3
0
0
人
以
下

）

1
人
以
上
2
,
0
0
0
人
以
下

）

人
に
関
す
る
事
項

教
育

研
修
制
度
の
充
実

教
育

研
修
制
度
の
充
実

教
育

研
修
制
度
の
充
実

、
、

、

運
転
免
許
等
の
資
格
の
取
得
運
転
免
許
等
の
資
格
の
取
得

支
援
制
度
の
充
実

支
援
制
度
の
充
実

財
務
管
理
に
関
す
る
コ
ス
ト
の
見
え
る
化

コ
ス
ト
の
見
え
る
化

コ
ス
ト
の
見
え
る
化

事
項

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
徹
底
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
徹
底
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
徹
底

適
正
運
賃
及
び
料
金
の
収
受
業
務
の
実
施
方
法
の
標
準
化
業
務
の
実
施
方
法
の
標
準
化

適
正
運
賃
及
び
料
金
の
収
受
適
正
運
賃
及
び
料
金
の
収
受

営
業
活
動
に
関
す
る
荷
役
作
業
の
効
率
化

荷
役
作
業
の
効
率
化

荷
役
作
業
の
効
率
化

事
項

他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

者
と
の
共
同
輸
配
送
の
実
施
者
と
の
共
同
輸
配
送
の
実
施
者
と
の
共
同
輸
配
送
の
実
施

自
社
内
で
の
車
両
管
理
の

、効
率
化

Ｉ
Ｔ
の
利
活
用
に
関
求
荷
求
車
シ
ス
テ
ム
の
活
用
求
荷
求
車
シ
ス
テ
ム
の
活
用
求
荷
求
車
シ
ス
テ
ム
の
活
用
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す
る
事
項

配
車
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築
配
車
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築

省
エ
ネ
ル
ギ

ーの
推
エ
ネ
ル
ギ

ー使
用
量
の
見
え
エ
ネ
ル
ギ

ー使
用
量
の
見
え
エ
ネ
ル
ギ

ー使
用
量
の
見
え

進
に
関
す
る
事
項

る
化

る
化

る
化

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
推
進

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
推
進

第
３

経
営
力
向
上
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

１
計
画
期
間

計
画
期
間
は
３
年
間
な
い
し
５
年
間
と
す
る
。

２
経
営
指
標

計
画
策
定
に
当
た
り

事
業
者
が
目
標
と
す
べ
き
指
標
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

、
。

一
運
転
者
の
平
均
労
働
時
間

事
業
者
の
運
転
者
の
平
均
労
働
時
間
の
計
画
期
間
中
の
減
少
率
に
つ
き

５
年
間
の
計
画
の
場
合
３
％
以
上

、
、

４
年
間
の
場
合
2
.
5
％
以
上

３
年
間
の
場
合
２
％
以
上
と
す
る

。

、

二
積
載
効
率

事
業
者
の
積
載
効
率
の
計
画
期
間
中
の
増
加
率
に
つ
き

５
年
間
の
計
画
の
場
合
３
％
以
上

４
年
間
の
場
合

、
、

2
.
5
％
以
上

３
年
間
の
場
合
２
％
以
上
と
す
る

。

、
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三
実
車
率

事
業
者
の
実
車
率
の
計
画
期
間
中
の
増
加
率
に
つ
き

５
年
間
の
計
画
の
場
合
３
％
以
上

４
年
間
の
場
合
2
.

、
、

5
％
以
上

３
年
間
の
場
合
２
％
以
上
と
す
る

。

、

四
実
働
率

事
業
者
の
実
働
率
の
計
画
期
間
中
の
増
加
率
に
つ
き

５
年
間
の
計
画
の
場
合
３
％
以
上

４
年
間
の
場
合
2
.

、
、

5
％
以
上

３
年
間
の
場
合
２
％
以
上
と
す
る

。

、

第
４

経
営
力
向
上
の
促
進
に
当
た
っ
て
国
が
配
慮
す
べ
き
事
項

１
国
内
の
事
業
基
盤
の
維
持

国
は

海
外
に
お
け
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
が
行
い
や
す
い
事
業
環
境
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に

事
業
者
が

、
、

国
内
に
お
い
て
本
社
の
維
持
等
に
努
め
る
よ
う
促
す
。

２
雇
用
へ
の
配
慮

国
は

人
員
削
減
を
目
的
と
し
た
取
組
を
計
画
認
定
の
対
象
と
し
な
い
等

雇
用
の
安
定
に
配
慮
す
る

。

、
、

３
計
画
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
調
査

国
は

経
営
力
向
上
計
画
の
進
捗
状
況
を
調
査
し

把
握
す
る

。ま
た

経
営
力
向
上
計
画
の
進
捗
状
況
を
事
業

、
、

、

者
自
ら
定
期
的
に
把
握

評
価
す
る
こ
と
を
推
奨
し

事
業
者
の
行
っ
た
自
己
評
価
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る

。

、
、

４
外
部
専
門
家
の
活
用
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国
は

経
営
力
向
上
計
画
の
認
定

計
画
進
捗
状
況
の
調
査

指
導
・
助
言
に
際
し
て
は

そ
の
事
業
内
容
及
び

、
、

、
、

経
営
目
標
が
適
切
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て

必
要
に
応
じ
て
認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
及

、

び
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
そ
の
他
の
専
門
家
の
知
見
を
活
用
す
る

。

５
信
頼
性
の
あ
る
計
算
書
類
等
の
作
成
及
び
活
用
の
推
奨

国
は

中
小
企
業
者

（中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う

以
下
同
じ

、
。

）に
会
計
の
定
着
を
図
り

会
計
の
活
用
を
通
じ
た
経
営
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
加
え

中
小
企
業
者
が
作
成

。
、

、

す
る
計
算
書
類
等
の
信
頼
性
を
確
保
し
て

資
金
調
達
力
を
向
上
さ
せ

中
小
企
業
者
の
財
務
経
営
力
の
強
化
を
図

、
、

る
こ
と
が

経
営
力
向
上
の
促
進
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら

、中
小
企
業
者
に
対
し

「中
小
企
業
の

、
、

会
計
に
関
す
る
基
本
要
領

」又
は
「中

小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針

」に
拠
っ
た
信
頼
性
の
あ
る
計
算
書
類
等
の

作
成
及
び
活
用
を
推
奨
す
る

。

６
事
業
者
の
規
模
に
応
じ
た
計
画
認
定

国
は

事
業
者
に
よ
る
幅
広
い
取
組
を
促
す
た
め

事
業
者
の
規
模
に
応
じ
て
柔
軟
に
計
画
認
定
を
行
う

。

、
、

７
事
業
者
の
事
業
承
継
の
円
滑
化
に
向
け
た
環
境
整
備

国
は

事
業
者
が
事
業
承
継
を
契
機
と
し
て
経
営
力
向
上
に
向
け
た
取
組
を
行
え
る
よ
う

事
業
者
が
事
業
承
継

、
、

を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る

。

第
５

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
に
関
す
る
事
項
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貨
物
自
動
車
運
送
事
業
分
野
に
お
け
る
認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関

（以
下

「機
関

」と
い
う

）は
。

１
の
要
件
を
満
た
し

２
の
業
務
に
取
り
組
む
た
め
の
知
見
や
能
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

、
、

１
要
件

一
組
織
体
制

イ
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
多
く
が
会
員
で
あ
る
等

貨
物
自
動
車
運
送
業
界
全
体
の
ニ

ーズ
や
動
向
等

、

に
つ
い
て

十
分
な
知
見
や
情
報
発
信
力
が
あ
る
こ
と

。

、

ロ
貨
物
自
動
車
運
送
業
界
の
経
営
力
向
上
を
推
進
す
る
た
め
の
人
員
体
制
が
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

ハ
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
に
相
当
す
る
業
務
に
係
る
１
年
以
上
の
業
務
実
務
経
験
を
含
む
３
年

以
上
の
普
及
啓
発
及
び
研
修
等
又
は
調
査
研
究
に
係
る
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
者
に
よ
り

２
に
掲
げ
る

、

業
務
を
行
う
こ
と

。

ニ
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
行
う
者
が
中
核
と
な
っ
て

人
材
管
理
の
適
切
な
実
施
等
を
通
じ

、

自
ら
の
監
督
と
責
任
の
下
に
会
員
等
を
活
用
し
て

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
実
施
す
る
体

、
、

制
を
有
し
て
い
る
こ
と

。

二
事
業
基
盤

イ
全
国
に
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
行
う
会
員
を
有
し
て
い
る
等

全
国
的
な
経
営
力
向
上
の
推
進
が
可
能

、

で
あ
る
こ
と

。
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ロ
会
員
か
ら
の
会
費
収
入

自
主
事
業
に
よ
る
収
入
又
は
自
治
体
か
ら
の
財
政
的
支
援
等

適
切
な
収
入
基

、
、

盤
を
有
す
る
こ
と

。

ハ
決
算
報
告
書
等

事
業
基
盤
の
健
全
性
を
確
認
で
き
る
書
類
等
を
作
成
し
て
い
る
こ
と

。

、

２
業
務

コ
ス
ト
管
理

人
材
育
成

Ｉ
Ｔ
の
利
活
用
等

経
営
力
向
上
に
関
す
る
情
報
の
普
及
啓
発
及
び
研
修

情
報
の

、
、

、
、

収
集

整
理
及
び
分
析
並
び
に
調
査
研
究
等
を
行
う
こ
と
と
す
る

。

、

３
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

一
国
が
配
慮
す
べ
き
事
項

イ
国
は

地
域
に
お
け
る
事
業
者
の
支
援
の
担
い
手
を
多
様
化
・
活
性
化
し

事
業
者
に
対
し
て
専
門
性
の

、
、

高
い
支
援
を
行
う
た
め
の
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る

。

ロ
国
は

機
関
に
対
し
て

必
要
な
制
度
概
要
等
の
周
知
徹
底
に
努
め
る

。

、
、

ハ
国
は

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
が
認
定
の
申
請
を
行
う
際
に
必
要
と
な

、

る
書
類
の
簡
素
化
に
努
め
る

。

ニ
国
は

機
関
に
対
し
て

政
策
評
価
の
観
点
か
ら

定
期
的
に
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
の
実

、
、

、

施
状
況
や
成
果
に
つ
い
て

任
意
の
調
査
等
を
実
施
す
る

。

、

ホ
国
は

機
関
に
対
す
る
任
意
の
調
査
等
の
結
果

個々
の
機
関
の
特
性
等
を
踏
ま
え

必
要
に
応
じ

当
、

、
、

、
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該
機
関
の
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
の
成
果
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
等
に
よ
り

当
該
機
関
に

、

よ
る
支
援
体
制
の
状
況
等
を
把
握
す
る

。

二
認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
が
配
慮
す
べ
き
事
項

イ
機
関
は

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て

、合
理
的
な
理
由
な
く

特
定
の
事

、
、

業
者
を
支
援
対
象
か
ら
外
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る

。

ロ
機
関
は

業
務
上
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
よ
る
信
頼
の
確
保
を
図
る

。

、

三
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
配
慮
す
べ
き
事
項

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
は

機
関
の
依
頼
に
応
じ
て

技
術

海
外
展
開

広
域
的
販
路
開

、
、

、
、

拓
商
業
活
性
化

知
財
管
理
等
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
専
門
家
の
派
遣
等
の
協
力
業
務
を
行
う

。
、

、

第
６

適
用
範
囲
等

本
指
針
の
適
用
範
囲
は

日
本
標
準
産
業
分
類
に
定
め
る
も
の
の
う
ち

道
路
貨
物
運
送
業
に
関
す
る
内
容
で
あ
っ

、
、

て
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
た
又
は
届
出
を
し
た
事
業
者
に
限
る

。


